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各   位 
会 社 名 ダ イ ハ ツ 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 三井 正則
(コード番号 ７２６２ 東証第一部） 
お問合わせ先 管 理 セ ン タ ー 

専 務 執 行 役 員 
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支配株主等に関する事項について 

 

 

１.親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

                           （平成28年3月31日現在） 

商号、名称 

又は氏名 
属性 

議決権所有割合（％） 
発行する株券が上場され 

ている金融商品取引所等 
直接 

所有分

合算 

対象分
計 

                             株式会社 東京証券取引所 市場第１部 

                             株式会社 名古屋証券取引所 市場第１部 

トヨタ自動車株式会社 親会社 51.36 0.14 51.50 証券会員制法人 福岡証券取引所 

                             証券会員制法人 札幌証券取引所 

                             ニューヨーク証券取引所（アメリカ） 

                             ロンドン証券取引所（イギリス） 
  

 

２.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 
 

トヨタ自動車株式会社は、当社の議決権の51.50％（間接所有分を含む）を所有している親会社であ

ります。当社は、トヨタグループの一員として、トヨタ自動車株式会社との連携を強化しつつ当社グ

ループの得意とするスモールカー事業のより一層の充実を図り、事業の発展をめざしてまいります。 

現在トヨタ自動車株式会社から自動車等の製造を委託されているとともに、ＯＥＭ車（相手先ブラ

ンド生産車）を納入しております。 

受託車等の販売価格については、一般取引条件と同様に、市場価格等を十分勘案し、希望価格を提

示して交渉のうえ決定しております。自動車用部品等の購入価格については、一般取引条件と同様に、

提示された見積価格、市場価格等を十分勘案し、交渉のうえ決定しております。 

また、資金一括管理による預入については、利率は市場金利を勘案して決定しております。 

以上により、当社は、トヨタ自動車株式会社と緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針であ

りますが、独自の事業活動の展開を行っており、トヨタ自動車株式会社からの一定の独立性が確保さ 

れていると考えております。 

 

 

 

 

 

 



 
 
３.支配株主等との取引に関する事項 

 

関係内容   
取引金額 

科目 
期末残高 

役員の 事業上 取引の内容 

兼任等 の関係   （百万円） （百万円） 

    

受託車等の 202,771

売掛金 

電子記録債権 27,482

    販売ほか      未収入金       

兼任 2名 受託車・                  

転籍 4名 ＯＥＭ車 自動車用部品 72,371買掛金 他 13,166

  の納入ほか 等の仕入             

    資金一括管理 156,476預け金 167,661

                       による預入              

 

（注）１ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。 

   ２ 資金一括管理による預入の取引金額は期中平均残高を記載しております。 

 

４.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 
 

支配株主との取引については、一般取引条件と同様に、市場価格等を十分勘案し、合理的な価格と

しております。 

 

５.その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

平成28年１月29日公表の「トヨタ自動車株式会社によるダイハツ工業株式会社の株式交換による完

全子会社化に関するお知らせ」に記載のとおり、当社及びトヨタ自動車株式会社は、平成28年１月29

日開催の両社の取締役会において、トヨタ自動車株式会社を株式交換完全親会社とし、当社を株式交

換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日両社間

で株式交換契約を締結いたしました。 

本株式交換は、当社については、平成28年６月29日に開催予定の第175回定時株主総会において承認

を受けた上で、トヨタ自動車株式会社については、会社法第796条第２項の規定に基づく簡易株式交換

の手続きにより株主総会の承認を受けずに、平成28年８月１日を効力発生日として行うことを予定し

ております。なお、当社の株式は、本株式交換の効力発生日に先立ち、株式会社東京証券取引所市場

第一部において、平成28年７月27日付けで上場廃止（最終売買日は平成28年７月26日）となる予定で

す。 

 

以 上 

 
 


